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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
が
確
立
さ
れ
た
マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
（M

arbury v. M
adison

）
事（
1
）件で

、「
何
が
法
で
あ
る
か

を
述
べ
る
こ
と
（to say w

hat the law
 is

）
は
、
断
固
と
し
て
裁
判
所
の
権
限
で
あ
り
義
務
で
あ（
2
）る」

と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
が
示
さ

れ
て
以
来
、
連
邦
最
高
裁
は
長
年
に
亘
り
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
裁
判
所
の
優
位
性
を
求
め（
3
）る一
連
の
法
理
を
構
築
し
て
き
た
。
マ
ー
ベ

リ
ー
事
件
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
憲
法
上
の
保
護
に
関
す
る
「
最
終
的
な
解
釈
者
（ultim

ate interpre

（
4
）

ter

）」
で
あ
る
と

自
ら
を
宣
言
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
え
ば
、
裁
判
所
は
違
憲
審
査
と
い
う
厳
粛
な
機
能
を
遂
行
す
る
際
に
他
の
機
関
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
に
な
る
。

政
治
部
門
は
法
令
を
制
定
し
、
裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
法
令
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
。
裁
判
所
は
そ
れ
が
正
当
な
も
の
か
否
か
を
宣
言
し
、

ま
た
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
に
お
け
る
優
位
性
の
認
め
ら
れ
る
裁
判
所
の
役
割
論
は
、
今
ま
で
の
裁
判
所

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
合
致
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
判
決
の
多
く
に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
ベ
リ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
裁
判
所
の

優
位
性
を
認
め
る
伝
統
的
な
違
憲
審
査
の
手
法
は
、
憲
法
上
の
規
定
か
ら
裁
判
所
が
あ
る
実
体
的
準
則
（substantive rules

）
を
導
き
、

問
題
と
な
る
法
令
の
合
憲
性
審
査
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
準
則
を
適
用
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
マ
ー
ベ
リ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
裁
判
所
の
理
論
的
優
位
性
が
一
応
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
憲
法
判
断
の
形
成
に
参
与
す
る

の
は
常
に
裁
判
所
に
限
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
憲
法
の
規
定
の
中
に
は
、
裁
判
所
が
合
憲
性
判
断
の
た
め
の
一
定
の
実
体
的
準
則
を
導
く

こ
と
が
難
し
い
も
の
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
従
来
、
裁
判
所
は
半
ば
強
引
に
そ
の
実
体
的
準
則



法律制定における立法府に対する明確性の要求

271

を
確
立
・
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
議
会
の
裁
量
を
過
度
に
広
く
認
め
る
こ
と
を
し
て
き
た
と
い
う

問
題
が
あ（
5
）る。

こ
う
し
た
問
題
状
況
に
直
面
し
た
場
合
、
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
伝
統
的
な
違
憲
審
査
が
常
に
十
分
な
解
決
を
も
た
ら
し
て
き

た
の
か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
で
は
、
実
体
的
準
則
を
導
く
こ
と
が
特
に
困
難
（
あ
る
い
は
不
適
切
）
な
領
域
で
、
裁
判
所
は
他
の

手
法
を
採
る
こ
と
で
憲
法
上
の
価
値
を
保
護
し
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈡
　
本
稿
の
目
的

　
こ
の
よ
う
な
問
題
に
示
唆
を
与
え
る
の
が
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
以
下
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
連
邦
最
高
裁
が
憲
法
上

の
権
利
の
共
同
構
築

0

0

0

0

（shared elaboration

）
に
政
治
部
門
を
直
接
的
に
参
加
さ
せ

0

0

0

0

0

0

0

0

て
お
り
、
政
治
部
門
が
重
要
な
憲
法
上
の
価
値
を
脅
か

す
政
策
判
断
を
す
る
際
に
、
適
切
に
か
つ
綿
密
で
注
意
深
い
調
査
を
し
て
い
る
か
否
か
に
焦
点
を
当
て
た
法
理
を
用（
6
）い」

て
い
る
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
種
の
法
理
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
違
憲
審
査
の
手
法
に
お
い
て
憲
法
事
件
の
中
心
的
要

素
（
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
性
質
や
、
侵
害
の
程
度
、
そ
し
て
侵
害
行
為
に
対
す
る
正
当
化
根
拠
）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
き
た
も
の
か
ら
の
転
換
を

図
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
伝
統
的
な
違
憲
審
査
の
手
法
と
は
異
な
り
、
政
策
の
質
を
高
め
る
過
程
や
構
造
を
政
策
形
成

者
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
実
体
的
な
憲
法
上
の
価
値
に
関
し
て
、
政
府
の
政
策
形
成
が
「
何
（w

hat

）」

な
の
か
だ
け
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う
に
（how

）」
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
法
理
は
、「
構
造
的
準
則
（structural rules

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
立
法
府
が
法
律
を
制
定
す
る
「
仕
方
（w

ay

）」（
法
律
制
定
に
際
し
て
の
構
造
）
に
着
目
し
た
幾
つ
か
の
審
査
手
法
の
う
ち
、

法
律
制
定
の
際
に
立
法
府
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
明
確
性
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
一
般
に
、
法
律
を
制
定
す
る
際
に
立
法
府
に
明
確
性

が
要
求
さ
れ
る
と
い
え
ば
、「
明
確
性
の
原
則
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、「
精
神
的
自
由
を
規
制
す
る
立
法
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な

ら
な（
7
）い」

と
す
る
原
則
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
、
日
本
国
憲
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法
で
あ
れ
ば
第
三
一
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
の
よ
う（
8
）に、
立
法
府
に
対
し
て
法
律
の
明
確
性
を
憲
法
上
直
接
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
の
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
か
ら
導
か
れ
る
明
確
性
の
要
求
で
は
な
く
、
構
造
的
準
則
に
属
す
る

clear statem
ent rules

（
以
下
、
明
確
叙
述
準
則

0

0

0

0

0

0

と
す
る
。）
で
あ
る
。

　
明
確
叙
述
準
則
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
適
用
の
前
提
と
な
る
法
律
解
釈
が
一
義
的
に
決
定
し
得
な
い
場
合

に
（
か
つ
当
該
法
律
が
違
憲
と
な
る
解
釈
が
存
在
す
る
場
合
に
）、
立
法
府
に
よ
る
明
確
叙
述
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
立
法
者
意
思
に
沿
っ
て
裁

判
所
が
合
憲
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
準
則
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
法
律
解
釈
（
合
憲
限
定
解
釈
）
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
の
準
則
の
意

義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
合
憲
限
定
解
釈
の
場
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憲
法
判
断
（
法
令
審
査
）
に
お
け
る
当
該
準
則
の
有
用
性
も

検
討
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

二
　
構
造
的
準
則
（structural rules

）

　
で
は
、
構
造
的
準
則
を
用
い
た
違
憲
審
査
と
は
何
か
。
構
造
的
準
則
と
は
、
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
が
立
法

府
の
制
定
し
た
法
律
の
中
身
＝
「
結
果
」
を
対
象
と
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
立
法
府
が
法
律
を
制
定
す
る
仕
方
に
着
目
し
た
準
則
で
あ

り
、
こ
の
準
則
を
用
い
て
裁
判
所
が
審
査
を
行
う
こ
と
を
指
す
。

㈠
　
判
例
に
見
ら
れ
る
構
造
的
準
則
の
特
徴

　
ま
ず
、
判
例
を
通
し
て
構
造
的
準
則
の
特
徴
を
見
る
際
の
最
適
な
事
例
と
し
て
、
一
九
九
一
年
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
対
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト

（G
regory v. Ashcroft

）
事（
9
）件が

あ
る
。
本
件
は
、
州
裁
判
官
の
七
〇
歳
定
年
制
を
規
定
し
て
い
る
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
第
五
条
二
六
項
の
規

定
が
、
連
邦
法
で
あ
る
一
九
六
七
年
の
雇
用
上
の
年
齢
差
別
に
関
す
る
法
律
（Age D

iscrim
ination in Em

ploym
ent Act

：
以
下
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
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Ａ
と
す
る
。）
お
よ
び
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
ミ
ズ
ー
リ
州
裁
判
官
の
原
告
ら
が
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件

で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
、
原
告
の
主
張
を
斥
け
、
こ
の
規
定
を
合
憲
と
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
（Sandra D. O

’Connor

）
裁
判
官
執
筆
の

法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
理
由
付
け
た
。
合
衆
国
憲
法
が
連
邦
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
最
高
法
規
条
項
に
よ
り
、

連
邦
議
会
に
対
し
て
憲
法
に
よ
る
権
限
の
委
任
の
範
囲
内
で
立
法
す
る
限
り
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
州
に
課
す
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
連
邦
と
州
と
い
う
「
こ
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
明
ら
か
な
優
位
）
10
（
性
」
を
付
与
し
て
い

る
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
は
伝
統
的
に
州
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
き
た
領
域
で
も
立
法
し
得
る
と
い
う
特
別
な
権
限
を
有
す
る
が
、
連
邦

議
会
が
軽
々
し
く
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
連
邦
最
高
裁
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
11
（
い
。
そ
こ
で
、
法
廷
意
見
は
、

「
連
邦
議
会
が
『
州
と
連
邦
政
府
と
の
通
常
の
憲
法
上
の
均
衡
』
を
変
え
よ
う
と
意
図
す
る
場
合
に
、
連
邦
議
会
は
そ
の
意
図
を
『
制
定

法
の
文
言
の
中
に
、
誤
解
さ
れ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
明
確
に
（unm

istakably clear in the language of the statute

）』
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
12
（

い
」
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
州
裁
判
官
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
Ａ
の
「
被
雇
用
者
」
に
当
た
る
か
否
か
は
法
文
上
不
明
で
あ
り
、
本
法
が
裁
判
官

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
「
誤
解
さ
れ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
明
確
に
し
て
い
る
」
と
は
言
え
）
13
（
ず
、
州
裁
判
官
に
適
用
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
本
件
で
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
に
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
理
由
と
し
て
、
連
邦
議
会
が
本
法
と
抵
触
す
る

州
の
選
択
（
州
憲
法
に
裁
判
官
の
定
年
規
定
を
設
け
た
こ
と
）
に
介
入
す
る
た
め
の
自
ら
の
意
図
を
明
確
に
表
明
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
は
連
邦
議
会
に
法
律
制
定
の
際
の
一
定
の
構
造
を
要
求
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
準
則
に
基
づ
け
ば
、

連
邦
議
会
が
憲
法
上
認
識
さ
れ
た
実
体
的
な
利
益
（
本
件
で
は
州
の
利
益
）
を
脅
か
そ
う
と
す
る
場
合
に
、
連
邦
議
会
は
自
ら
の
意
図
を
明

確
に
述
べ
る
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
「
ど
の
よ
う
に
」
法
律
制
定
す
べ
き
か
の
仕
方
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
件
で
示
さ
れ
た
準
則
が
立
法
行
為
の
「
手
段
」
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
準
則
が
い
わ
ゆ
る
目
的
手
段
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審
査
に
い
う
「
手
段
」
審
査
に
過
ぎ
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
本
件
で
示
さ
れ
た
準
則
が
、
厳
格
審
査
基
準
や
中
間
審
査
基
準
に
よ

る
審
査
の
よ
う
に
、
立
法
府
の
手
段
の
適
切
性
を
評
価
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
準
則
の
下
で
は
、
立
法
府
が
手
続
的
観
点
か
ら

ど
の
程
度
、
注
意
深
く
行
動
し
て
い
た
の
か
を
裁
判
所
は
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
立
法
府
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
手
続
的
な
要
求
に
関
し
て
、
こ
の
準
則
と
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
か
ら
導
か
れ
る
準
）
14
（
則
と

の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
構
造
的
準
則
は
、
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
か
ら
導
か
れ
る
準
則
の
よ
う
に
個

人
の
紛
争
の
裁
定
に
お
け
る
公
平
で
十
分
に
情
報
を
得
た
判
断
形
成
か
否
か
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
準
則
は
、
ど
の
よ

う
に
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
構
造
的
な
性
質
に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

㈡
　
構
造
的
準
則
を
構
成
す
る
四
要
素

　
構
造
的
準
則
に
属
す
る
各
準
則
に
共
通
す
る
の
は
、
以
下
の
四
つ
の
要
素
で
あ
）
15
（
る
。

　
第
一
に
、

―
構
造
的
準
則
に
固
有
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
い
が

―
こ
れ
ら
の
準
則
は
い
ず
れ
も
特
定
可
能
な
実
体
的
な
憲
法
上

の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
機
能
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
が
連
邦
主
義
と
い
う
実
体
的
な
憲
法
上
の
価
値
を

保
護
し
た
こ
と
が
第
一
の
要
素
に
該
当
す
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
準
則
は
政
治
部
門
の
政
策
形
成
者
が
再
評
価
を
行
う
た
め
の
司
法
に

よ
る
「
差
戻
し
（rem

）
16
（

and

）」
を
容
易
に
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
が
州
の
裁
判
官
を
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
含
め
る
べ
き

か
否
か
を
再
度
検
討
す
る
た
め
に
、
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
法
律
を
議
会
に
差
戻
し
た
こ
と
が
第
二
の
要
素
に
該
当
す
る
。
第
三
に
、
こ
れ

ら
の
準
則
は
連
邦
最
高
裁
が
以
前
に
斥
け
た
同
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
法
府
が
再
び
制
定
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
結
果

―
実
体
判
断
の
結
果
で
は
な
く
、
構
造
的
観
点
か
ら
の
結
果

―
を
覆
す
権
限
を
立
法
府
に
対
し
て
付
与
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー

事
件
後
、
連
邦
最
高
裁
が
、
州
の
裁
判
官
に
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
保
護
を
与
え
る
と
い
う
新
た
な
立
法
を
制
定
す
る
た
め
の
余
地
を
残
し
て
い
る

こ
と
が
第
三
の
要
素
に
該
当
す
る
。
第
四
に
、
こ
れ
ら
の
準
則
に
基
づ
け
ば
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
判
断
の
結
果
は
、
裁
判
所
に
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よ
っ
て
示
さ
れ
た
構
造
的
要
求
を
立
法
府
が
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
遵
守
す
る
場
合
に
の
み
覆
さ
れ
得
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
に
従
え

ば
、
連
邦
議
会
は
法
律
の
中
で
疑
い
も
な
く
明
確
に
政
策
選
択
を
す
る
場
合
に
の
み
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
適
用
を
州
の
裁
判
官
ま
で
拡
張
し
得

る
こ
と
が
第
四
の
要
素
に
該
当
す
る
。
構
造
的
準
則
は
、
以
上
の
四
つ
の
要
素
を
通
じ
て
、「
裁
判
所
と
政
治
部
門
と
の
憲
法
構
築
に
お

け
る
深
遠
な
協
働
を
指
向
す
）
17
（
る
」
の
で
あ
る
。

㈢
　
関
連
性
の
指
摘
さ
れ
る
議
論
と
の
相
違
点

　
次
に
、
構
造
的
準
則
と
関
連
性
の
指
摘
さ
れ
る
議
論
と
の
違
い
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
準
則
の
輪
郭
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の

準
則
は
法
律
制
定
の
「
構
造
（structure

）」
や
「
過
程
（process

）」
に
つ
い
て
一
般
に
憲
法
上
語
ら
れ
る
次
の
四
つ
の
代
表
的
な
議
論
と

区
別
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
構
造
的
準
則
は
権
力
分
立
を
構
築
す
る
諸
準
則
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
移
民
局
対
チ
ャ
ダ
（IN

S 

v. Chadha

）
事
）
18
（

件
は
構
造
的
準
則
の
問
題
で
は
な
い
。
本
件
は
、
連
邦
最
高
裁
が
連
邦
の
行
政
機
関
の
行
為
を
撤
回
す
る
た
め
の
議
会
拒

否
）
19
（

権
の
議
会
に
よ
る
援
用
を
違
憲
と
し
た
事
件
で
あ
る
。
チ
ャ
ダ
事
件
は
特
定
の
判
断
形
成
過
程
を
違
憲
と
し
、
ま
た
、
あ
る
部
分
で
は

自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
そ
う
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
の
準
則
は
修
正
第
一
条
の
表
現
の
自
由
か
ら
導
か
れ
た
も
の

で
も
な
く
、
修
正
第
五
条
や
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
の
原
則
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
分
立
に
関
す
る

他
の
事
件
と
同
様
に
実
体
的
権
利
の
構
造
的
観
点
か
ら
の
保
護
で
は
な
い
た
め
、
構
造
的
準
則
と
は
異
な
る
。

　
第
二
に
、
構
造
的
準
則
は
法
律
制
定
過
程
に
着
目
す
る
が
、
イ
リ
ィ
（John H

. Ely

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
異
な

る
。
イ
リ
ィ
は
、
そ
の
著
書
で
あ
る
『
民
主
主
義
と
不
）
20
（
信
』
に
お
い
て
、
広
義
の
プ
ロ
セ
ス
（
社
会
を
統
治
す
る
法
が
制
定
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
）
に
関
す
る
憲
法
解
釈
理
論
を
提
唱
し
た
。
イ
リ
ィ
は
、
政
治
過
程
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
実
体
と
の
区
別
を
し
、
裁
判
所
の
役
割
を

少
数
派
の
利
益
が
政
治
過
程
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
点
に
限
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
リ
ィ
の
理
論
は
実
体
的
価
値
で
は
な
く
、
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原
則
と
し
て
手
続
的
価
値
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
）
21
（
る
。
し
か
し
、
対
照
的
に
、
構
造
的
準
則
の
議
論
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
憲
法
上
の

価
値
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
法
律
制
定
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
憲
法
上
の
価
値
に
意
味
を
付
与
す
る
方
法

を
探
る
た
め
、
イ
リ
ィ
の
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
も
異
な
る
。

　
第
三
に
、
構
造
的
準
則
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
（Charles L. Black, Jr.

）
の
主
張
す
る
構
造
的
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
異
な
る
。
イ
リ
ィ
の
著

作
の
一
〇
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
憲
法
に
お
け
る
構
造
と
連
）
22
（

関
』
の
中
で
の
ブ
ラ
ッ
ク
の
主
張
は
、
裁
判
官
が
特
定
の
テ
ク
ス
ト
の
文
言

を
過
度
に
強
調
し
、
憲
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
構
造
や
連
関
性
を
過
少
評
価
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
23
（
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
構
造
連

関
ア
プ
ロ
ー
）
24
（

チ
の
例
証
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ク
ラ
ン
ダ
ー
ル
対
ネ
バ
ダ
（Crandall v. N

evada

）
事
）
25
（

件
を
挙
げ
る
。
本
件
は
、
ネ
バ
ダ
州

が
鉄
道
等
で
州
を
離
れ
る
者
に
一
ド
ル
の
税
金
を
課
す
制
度
に
つ
い
て
、
移
動
の
自
由
は
基
本
的
権
利
で
あ
る
と
し
て
違
憲
と
し
た
事
件

で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
本
件
が
市
民
、
国
家
そ
し
て
州
の
適
切
な
関
係
に
つ
い
て
の
構
造
的
前
提
条
件
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
指

摘
し
）
26
（
た
。
し
か
し
、
本
件
は
州
か
ら
の
旅
行
者
に
課
税
し
得
る
か
否
か
と
い
う
実
体
問
題
で
あ
る
た
め
、
構
造
的
準
則
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
構
造
的
準
則
は
法
律
制
定
過
程
で
の
立
法
府
に
よ
る
「
熟
議
」
が
十
分
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン

（Cass R. Sunstein

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
熟
議
民
主
主
義
論
と
異
な
る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
「
判
断
に
お
け
る
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
」
を
採
る
こ
と
で
「
民
主
主
義
と
熟
議
を
よ
り
促
進
す
」
べ
き
で
あ
る
し
、
現
に
行
っ
て
い
）
27
（

る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
司
法
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
の
考
え
で
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
判
断
は
「
深
度
」
と
「
範
囲
」
か
ら
分
類
さ
れ
、
裁
判
所
と
し
て
は
狭
く
浅
い

判
断
を
原
則
と
し
て
採
る
べ
き
と
さ
れ
る
た
め
、
熟
議
を
指
向
す
る
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
と
の
一
定
の
親
和
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
彼
の
議
論
は
構
造
的
準
則
を
用
い
た
裁
判
所
に
よ
る
審
査
と
直
接
的
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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㈣
　
小
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
観
点
か
ら
構
造
的
準
則
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
準
則
を
用
い
た
審
査
と
は
、
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
立
法
府
が
制
定
し
た
法
律
の
中
身
（
結
果
）
で
は
な
く
、
法
律
を
制
定
す
る
ま
で
の
過
程
（
構
造
）
に
着
目
し
て
裁
判
所
が
審
査

す
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
。
ま
た
、
こ
の
機
能
を
有
す
る
準
則
の
総
称
が
構
造
的
準
則
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
口
に
制
定
す
る
ま
で

の
過
程
と
言
っ
て
も
、
法
律
制
定
を
す
る
際
の
ど
の
構
造
に
着
目
し
て
審
査
を
行
う
の
か
は
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、

立
法
府
が
法
律
を
制
定
す
る
際
に
明
確
に
叙
述
し
て
い
た
の
か
と
い
う
「
構
造
」
に
着
目
し
た
審
査
手
法
を
検
討
対
象
と
す
る
。

三
　
明
確
叙
述
準
則
（clear statem

ent rules

）

　
前
章
ま
で
に
、
構
造
的
準
則
と
は
ど
の
よ
う
な
準
則
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
判
例
で
判
示
さ
れ
た
内
容
や
関
係
性
の
指
摘

さ
れ
る
議
論
と
の
相
違
点
を
見
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
構
造
的
準
則
の
一
つ
で
あ
る
明
確
叙
述
準
則
に
関
す
る
検

討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
明
確
叙
述
準
則
は
、
立
法
府
が
法
律
の
文
言
を
明
確
に
規
定
し
て
い
た
の
か
否
か
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

も
と
も
と
は
法
律
解
釈
に
お
け
る
解
釈
準
則
の
一
つ
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
立
法
府
の
制
定
し
た
「
法
律
」
の
文
言
が
曖
昧
で
あ

る
場
合
に
、
立
法
府
が
明
確
に
そ
の
意
図
を
法
律
の
文
言
（
あ
る
い
は
立
法
資
料
）
に
叙
述
し
て
い
な
け
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法

上
の
権
利
あ
る
い
は
価
値
に
資
す
る
よ
う
裁
判
所
が
解
釈
す
る
と
い
う
解
釈
準
則
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
の
文
言
が
曖
昧
で
あ
る
場
合

に
、
限
定
解
釈
を
通
し
て
憲
法
上
の
実
体
的
な
価
値
を
読
み
込
む
手
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
限
定
解

釈
と
し
て
の
明
確
叙
述
準
則
を
憲
法
判
断
（
法
令
審
査
）
の
場
面
で
用
い
る
こ
と
の
有
用
性
も
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
限
定
解
釈
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
と
と
も
に
、
法
令
審
査
の
場
面
で
の
当
該
準
則
を
具
体
的
な
判
例
を
取
り
上
げ
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な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

㈠
　
限
定
解
釈
に
お
け
る
標
準
的
な
明
確
叙
述
準
則

　
限
定
解
釈
の
場
面
で
の
憲
法
上
導
か
れ
る
明
確
叙
述
準
則
は
多
様
か
つ
多
数
な
形
式
を
伴
う
。
そ
れ
ら
の
間
の
区
別
は
、
主
と
し
て
法

律
を
制
定
す
る
際
に
立
法
府
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
明
確
性
の
「
程
度
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
要
求
さ
れ
る
明

確
性
の
程
度
に
基
づ
き
二
つ
に
類
型
化
し
た
上
で
、
限
定
解
釈
と
し
て
の
当
該
準
則
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

1
　
憲
法
判
断
回
避
の
準
則

　
最
初
の
準
則
は
、
我
々
が
最
も
見
慣
れ
て
お
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
広
く
行
使
さ
れ
て
き
た
準
則
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
が
「
基
本
的

な
原
則
（cardinal princi

）
28
（ple

）」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、「
あ
る
法
律
の
他
の
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
解
釈
が

深
刻
な
憲
法
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
連
邦
議
会
の
意
図
に
明
ら
か
に
反
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
当
該
法
律
を
解
釈
す
）
29
（

る
」
と
い
う
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
代
表
的
な
判
例
と
し
て
、
ケ
ン
ト
対
ダ
レ
ス
（Kent v. D

ulles

）
事
）
30
（
件
が
あ
る
。
本
件
で
の
争
点
は
、
国
務
長
官
が

大
統
領
権
限
に
基
づ
き
共
産
党
員
に
対
し
て
旅
券
発
給
を
禁
止
す
る
規
制
を
行
い
得
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
ダ
グ
ラ
ス
（W

illiam
 O. 

D
ouglas

）
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
旅
券
発
給
に
関
す
る
国
務
長
官
の
権
限
が
曖
昧
な
文
言
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘 

し
）
31
（

た
。
法
廷
意
見
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
国
務
長
官
の
権
限
が
歴
史
的
に
次
の
状
況
下
で
の
み
旅
券
を
拒
否
す
る
た
め
の
裁
量
が
与
え
ら

れ
る
と
解
釈
し
得
る
と
し
た
。
そ
れ
は
戦
時
中
で
あ
る
こ
と
と
違
法
な
行
為
の
あ
る
場
合
で
あ
）
32
（
る
。
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
を
引
用
す
る

こ
と
で
、
法
廷
意
見
は
限
定
解
釈
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
移
動
の
自
由
は
重
要
な
市
民
的
自
由
で
あ
る
か
ら
、
法
廷
意
見
は
「
連
邦
議

会
が
国
務
長
官
に
対
し
て
、
旅
券
を
認
め
る
か
否
か
に
関
し
て
無
制
限
の
裁
量
を
与
え
て
い
る
と
容
易
に
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
33
（

い
」
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と
し
た
。

　
そ
し
て
、
法
廷
意
見
は
そ
の
結
び
で
、「
も
し
我
々
が
、
旅
券
発
給
を
差
し
控
え
る
た
め
の
権
限
を
国
務
長
官
に
対
し
て
連
邦
議
会
が

付
与
し
た
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
重
要
な
憲
法
上
の
問
題
に
直
面
す
る
。
連
邦
議
会
は
明
確
な
文
言
で
（in explicit term

s

）
規
定

を
設
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
規
定
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
国
務
長
官
は
市
民
の
移
動
の
自
由
を
制
約
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う

な
基
準
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
）
34
（

い
」（
本
件
旅
券
発
給
拒
否
は
違
法
）
と
し
、
本
件
で
は
合
憲
性
の
問
題
に
言
及
し
な
い
と
判
示
し
た
の
で 

あ
る
。

　
で
は
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
憲
法
判
断
回
避
の
準
）
35
（

則
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
準
則
は
、
法
律
制
定
を
す
る
立
法

者
の
隠
れ
た
意
図
を
実
行
す
る
と
い
う
法
律
解
釈
の
目
的
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
は
、
周
知
の
通

り
、
ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
対
Ｔ
Ｖ
Ａ
（Ashw
ander v. Tennessee Valley Authority

）
事
）
36
（

件
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（Louis D. 

Brandeis

）
裁
判
官
の
同
意
意
見
で
示
さ
れ
た
七
準
則
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
準
則
に
基
づ
き
、
最
も
差
し
迫
っ
た
事
態
に
憲
法
上
の
介

入
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
で
、
裁
判
所
は
他
の
対
等
な
機
関
と
の
権
限
を
弱
め
る
衝
突
を
最
小
化
し
、
自
ら
を
そ
の
性
質
通
り
の
控
え
め

な
も
の
に
位
置
付
け
、
司
法
の
資
源
を
維
持
し
、
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
た
め
の
権
限
を
確
か
な
も
の
に
す
）
37
（
る
。
こ
の
準
則
に
は
、
狭

義
の
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
（
憲
法
判
断
自
体
の
回
避
）
と
合
憲
限
定
解
釈
が
含
ま
れ
る
が
、
明
確
叙
述
準
則
の
議
論
に
お
い
て
は
法
律
の

「
限
定
解
釈
」
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
憲
法
判
断
に
直
面
す
る
こ
と
を
「
回
避
す
る
」
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
、
後
者
を
念
頭
に
置
く
。
な

お
、
本
稿
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
構
造
的
準
則
の
構
成
要
素
を
備
え
る

―
構
造
的
観
点
か
ら
の

―
諸
準
則
の
検
討
で
あ
り
、
諸
準

則
の
形
成
さ
れ
た
元
々
の
根
拠
が
相
互
に
異
な
る
点
は
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
差
し
置
く
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

　
憲
法
上
の
問
題
に
関
す
る
判
断
を
回
避
す
る
た
め
の
法
律
解
釈
準
則
の
背
後
に
は
、
明
ら
か
な
構
造
的
目
的
が
存
在
す
る
と
言
え
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
が
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
を
用
い
る
と
き
は
常
に
、
連
邦
最
高
裁
は
立
法
府
と
の
憲
法
上
の
対
話

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
立
法
府
に
対
し
て
法
律
制
定
の
際
に
そ
の
意
図
の
明
確
叙
述
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
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と
は
、
実
際
に
連
邦
最
高
裁
が
行
っ
た
（
構
造
的
観
点
に
関
す
る
）
判
断
を
立
法
府
が
覆
そ
う
と
す
る
場
合
に
、
注
意
深
く
か
つ
熟
議
的
な

仕
方
で
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
）
38
（

る
。

2
　
実
体
的
な
憲
法
上
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
の
他
の
準
則

　
前
述
の
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
と
は
別
に
、
同
様
の
構
造
的
な
方
法
で
実
体
的
な
憲
法
上
の
価
値
を
保
護
す
る
多
く
の
準
則
が
存
在 

す
）
39
（

る
。
こ
の
領
域
で
の
中
期
バ
ー
ガ
ー
（W

arren E. Burger

）・
コ
ー
ト
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
た
法
律
解
釈
は
特
に
顕
著
な

も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ス
ク
リ
ッ
ジ
＝
フ
リ
ッ
キ
ー
（W

illiam
 N. Eskridge, Jr. &

 Philip P. Frickey

）
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
こ
の
準
則
を

用
い
て
、
合
衆
国
対
カ
ロ
リ
ー
ヌ
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ
（U
nited States v. Carolene Products Co.

）
事
）
40
（

件
で
示
さ
れ
た
、「
切
り
離
さ
れ
、
孤

立
し
た
少
数
者
（discrete and insular m

ino

）
41
（

rities

）」
を
保
護
し
て
い
た
。
具
体
的
な
判
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
内
国
歳
入
法
典
の
規
定

に
基
づ
き
免
税
措
置
を
受
け
て
い
た
宗
教
系
の
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
が
、「
違
法
又
は
公
序
（public policy

）
に
矛
盾
す
る
」
団
体
に

免
税
措
置
を
認
め
な
い
と
従
来
の
解
釈
を
一
九
七
〇
年
に
変
更
し
た

―
そ
の
結
果
、
人
種
差
別
を
行
っ
て
い
た
同
大
学
の
免
税
資
格
を

否
定
し
た

―
内
国
歳
入
庁
に
対
し
て
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
、
ボ
ブ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
大
学
対
合
衆
国
（Bob Jones 

U
niversity v. U

nited States

）
事
）
42
（
件
が
あ
る
。
本
件
で
は
、
人
種
差
別
を
行
っ
て
い
る
私
立
学
校
に
対
す
る
免
税
が
違
憲
で
あ
る
か
否
か

の
憲
法
問
題
に
触
れ
ず
に
、
連
邦
最
高
裁
は
法
律
解
釈
の
問
題
と
し
て
事
件
を
処
理
し
た
。
大
学
側
は
、
内
国
歳
入
法
典
が
免
税
を
認
め

る
団
体
と
し
て
明
文
で
教
育
・
宗
教
な
ど
八
類
型
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
そ
の
類
型
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
公
益
目
的
を
有
す
る
団
体

と
み
な
す
と
い
う
の
が
議
会
の
最
終
的
な
判
断
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
免
税
規

定
の
解
釈
と
し
て
、
伝
統
的
な
公
益
信
託
法
上
の
公
益
概
念
を
読
み
込
む
こ
と
を
認
め
、
内
国
歳
入
庁
に
そ
の
解
釈
権
限
を
委
ね
た
上
で
、

教
育
に
お
け
る
人
種
差
別
が
公
序
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
内
国
歳
入
庁
の
解
釈
を
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
明
確
叙
述
準
則
も
、
法
律
に
明
確
な
文
言
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法
上
の
価
値
に
資
す
る
よ
う
に
法

律
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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次
に
、
憲
法
上
の
特
定
の
価
値
と
結
び
付
い
た
最
も
顕
著
な
明
確
叙
述
準
則
と
し
て
は
、
自
由
や
平
等
と
い
う
個
人
の
利
益
の
保
護
で

は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
州
の
権
利
」
の
司
法
に
よ
る
保
護
（
連
邦
主
義
の
問
題
）
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
領
域
で
の
中
核
と
な
る
原

則
は
ラ
イ
ス
対
サ
ン
タ
フ
ェ
穀
物
倉
庫
会
社
（Rice v. Santa Fe Elevator Corp.

）
事
）
43
（
件
で
示
さ
れ
た
。
本
件
は
、
穀
物
倉
庫
に
対
す
る
規

制
が
問
題
と
な
り
、
一
九
三
一
年
改
正
の
連
邦
穀
物
倉
庫
法
（Federal W
arehouse Act

）
に
対
し
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
連
邦
法
以
上
に
詳
細

な
規
制
を
行
っ
た
た
め
、
倉
庫
業
者
が
州
法
の
差
止
め
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
、
倉
庫
業
者
の
主
張
を
認
め
、

料
金
規
制
、
差
別
禁
止
な
ど
九
項
目
に
関
し
て
連
邦
の
規
制
が
専
占
す
る
と
判
断
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
こ
の

種
の
規
制
が
州
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
従
事
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
連
邦
の
専
占
を
認
め
る
た
め
の

判
断
基
準
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
伝
統
的
に
州
の
領
域
と
さ
れ
た
分
野
で
は
、
専
占
な
し
の
推
定
が
働
き
、
そ
れ
で
も
連
邦
の
専
占
を

認
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
明
白
な
連
邦
議
会
の
意
図
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
44
（

（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ

れ
た
連
邦
主
義
の
問
題
に
関
す
る
明
確
叙
述
準
則
は
、
前
述
の
内
容
と
同
様
に
、
法
律
の
文
言
に
明
確
に
立
法
者
意
思
を
叙
述
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
州
に
対
す
る
連
邦
の
規
制
を
認
め
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

㈡
　
限
定
解
釈
に
お
け
る
よ
り
強
度
な
明
確
叙
述
準
則

　
前
述
ま
で
の
明
確
叙
述
準
則
の
下
で
立
法
府
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
明
確
性
の
程
度
は
標
準
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
立
法
府
が
法
律
あ

る
い
は
立
法
資
料
（legislative history

）
の
中
で
そ
の
意
図
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
意
図
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法
上
の
価
値
に
資
す
る
よ
う
に
法
律
を
解
釈
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
標
準
的
な
明
確
叙
述
準
則
よ
り

も
、
よ
り
強
度
な
明
確
叙
述
準
則
の
用
い
ら
れ
た
場
面
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
よ
り
強
度
な
明
確
叙
述
準
則
は
、
後
期
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー

ト
や
レ
ン
キ
ス
ト
（W

illiam
 H
. Rehnquist

）・
コ
ー
ト
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
て
お
り
、
標
準
的
な
明
確
叙
述
準
則
と
異
な
る
運
用
が
な

さ
れ
て
い
）
45
（
た
。
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ま
ず
、
代
表
的
な
判
例
と
し
て
は
、
第
二
章
で
用
い
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
が
あ
る
。
本
件
は
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が
州
の
裁
判
官
に
法
定
定
年
要

件
（m

andatory requirem
ent

）
を
課
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が
「
代
議
制
の
核

と
な
る
権
限
」
に
与
え
る
恐
れ
を
前
提
に
、
法
廷
意
見
は
「
連
邦
議
会
が
立
法
権
の
そ
の
よ
う
な
行
使
を
意
図
し
た
と
い
う
こ
と
を
我
々

が
絶
対
的
に
確
信
し

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
）
46
（
い
」
と
判
示
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
や
後
述
の
ア
タ
ス
カ
デ
ロ
事
件
で
の
連
邦
最
高
裁
は
、
連

邦
主
義
の
領
域
に
お
い
て
熟
議
を
促
進
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
は
、
前
述
の
ラ
イ
ス
事
件
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
）
47
（

る
。

グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
は
、
こ
の
よ
う
な
明
確
性
の
要
求
を
立
法
府
に
課
す
こ
と
の
目
的
を
、「
立
法
府
が
重
大
な
問
題
に
実
際

に
直
面
す
）
48
（

る
」
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

　
し
か
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
明
確
叙
述
準
則
は
、
実
際
に
は
前
述
の
ラ
イ
ス
事
件
と
ま
っ
た
く
同
様
に
機
能
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

こ
の
事
件
の
法
廷
意
見
は
、
連
邦
議
会
が
「
法
律
の
文
言

0

0

0

0

0

の
中
に
誤
解
さ
れ
よ
う
も
な
い
ほ
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

明
確
に
」（
傍
点
筆
）
49
（

者
） 

そ
の
意
図
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
規
制
対
象
に
裁
判
官
を
含
む
こ
と
が
当
該
法
律
を
読
む
如
何
な
る
人
に
対
し
て
も
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
律
の
文
言
の
明
確
性
に
関
す
る
こ
の
レ
ベ
ル
の
要
求
は
標
準
的
な
こ
の
準
則
と
の
乖
離
を
示
し
て
い
る
。

以
前
の
連
邦
最
高
裁
が
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
て
法
律
解
釈
を
し
た
際
に
、
法
律
の
文
言
だ
け
で
は
な
く
立
法
資
料
を
も
検
討
し
、
ま
た

連
邦
議
会
が

―
「
明
確
な
文
言
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
と
は
対
照
的
に

―
「
そ
の
目
的

0

0

を
明
確
に
伝
達
）
50
（

し
」
て
い
る
か
否
か
の

み
を
審
査
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
よ
り
強
度
な
明
確
叙
述
準
則
は
先
例
と
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
を
鑑
み
る

と
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
は
単
に
明
確
叙
述
準
則
を
採
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ラ
イ
ス
事
件
な
ど
で
示
さ
れ
た
明
確
性
の
要
件
を
、

よ
り
高
次
の
レ
ベ
ル
へ
と
引
き
上
げ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
は
、
連
邦
最
高
裁
が
特
に
重
大
な
憲
法
上
の
価
値
に
対

す
る
立
法
府
に
よ
る
侵
害
を
感
知
し
た
と
き
に
、
い
わ
ば
明
確
叙
述
の
「
厳
格
な
審
査
」
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

あ
）
51
（

る
。

　
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
修
正
第
一
一
条
に
関
す
る
事
件
で
も
同
様
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
判
例
と
し
て
、
ア
タ
ス
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カ
デ
ロ
州
立
病
院
対
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
（Atascadero State H

ospital v. Scanlon

）
事
）
52
（
件
が
あ
る
。
本
件
は
、
障
害
の
み
を
理
由
に
雇
用
差
別

を
受
け
た
原
告
が
州
立
病
院
と
所
管
省
庁
を
相
手
取
り
、
同
病
院
に
よ
る
雇
用
拒
否
が
一
九
七
三
年
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法

（Rehabilitation Act

）
第
五
〇
四
条
お
よ
び
雇
用
差
別
に
関
す
る
州
法
に
違
反
す
る
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
本
件
に
お

け
る
争
点
は
修
正
第
一
一
条
の
主
権
免
責
の
観
点
か
ら
、
同
法
違
反
を
理
由
に
連
邦
の
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が

服
す
る
の
か
否
か
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
エ
ル
（Lew

is F. Pow
ell

）
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
同
法
違
反
を
理
由
に
同
州
は
連
邦
の
裁
判

所
に
お
け
る
訴
訟
に
服
さ
な
い
と
判
示
し
、
主
権
免
責
の
問
題
に
関
し
て
、「
連
邦
議
会
が
自
ら
の
意
図
を
疑
い
も
な
く
明
確
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の

法
律
の
文
言
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
連
邦
の
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
か
ら
の
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
州
の
主
権
免
責
を
廃
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
」（
傍
点
筆
）
53
（
者
）
と
判
示
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
よ
り
強
度
な
明
確
性
を
要
求
す
る
た
め
に
、「
修
正
一
一
条
に
関
係
す
る
利

益
の
根
本
的
性
）
54
（

質
」
に
依
拠
し
た
。
結
果
と
し
て
、
本
件
の
法
廷
意
見
は
、
こ
れ
ら
の
修
正
第
一
一
条
の
価
値
が
特
に
深
刻
で
あ
る
よ
う

に
見
ら
れ
る
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
明
確
叙
述
準
則
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
項
で
挙
げ
た
判
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
よ
り
強
度
な
明
確
叙
述
準
則
と
は
前
述
の
標
準
的
な
そ
れ
と
比
し
て
、
そ
の
守
る
べ
き
憲

法
上
の
価
値
の
重
要
性
に
よ
っ
て
厳
格
化
さ
れ
た
、
立
法
府
に
対
す
る
明
確
性
の
要
求
な
の
で
あ
る
。

㈢
　
法
令
審
査
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則

　
前
述
ま
で
の
限
定
解
釈
（
法
律
解
釈
）
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
は
、
法
律
の
文
言
が
曖
昧
で
あ
る
場
合
に
、
法
律
の
文
言
（
あ
る
い
は

立
法
資
料
）
に
立
法
者
の
意
思
が
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法
上
の
権
利
あ
る
い
は
価
値
に
資
す
る
よ

う
に
解
釈
す
る
と
い
う
解
釈
準
則
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
限
定
解
釈
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
を
法
令
審
査
（
憲
法
判
断
）
の
場
面
で

用
い
る
こ
と
の
有
用
性
を
検
討
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
以
下
の
二
つ
の
事
件
を
素
材
に
法
令
審
査
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
の
有
用
性

を
説
く
メ
リ
ル
（Thom

as W
. M
errill

）
の
議
論
を
参
考
に
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
二
つ
の
事
件
と
は
、
合
衆
国
対
ロ
ペ
ス
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（U
nited States v. Lo

）
55
（

pez

）
事
件
と
ゴ
ン
ザ
レ
ス
対
ラ
イ
ク
（G

onzales v. Ra

）
56
（ich

）
事
件
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
ロ
ペ
ス
事
件
は
、
学
校
の
一
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
内
で
銃
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
連
邦
法
で
あ
る
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
お

け
る
銃
所
持
禁
止
法
（G

un-Free School Zones Act

）
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
、
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
で
違
憲
の
判
決
を
下
し
た
。

レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
法
廷
意
見
は
こ
の
準
則
を
限
定
解
釈
で
は
な
く
法
令
審
査
の
手
法
と
し
て
用
い
）
57
（
た
。
本

件
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
編
八
節
三
項
の
州
際
通
商
条
項
を
根
拠
に
制
定
し
た
法
律
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
合
憲
性
審
査
に

あ
た
っ
て
は
規
制
対
象
行
為
の
「
州
際
通
商
に
お
け
る
実
質
的
影
響
」
の
有
無
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
法
廷
意
見
は
法
律
の
中
に
実

質
的
影
響
に
関
す
る
事
実
認
定
を
叙
述
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
本
件
で
は
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
）
58
（

る
。

　
次
に
、
ラ
イ
ク
事
件
は
、
薬
物
を
規
制
す
る
連
邦
法
で
あ
る
規
制
薬
物
禁
止
法
（Controlled Substances Act

）
が
問
題
と
な
っ
た
事
件

で
、
連
邦
最
高
裁
は
六
対
三
で
合
憲
の
判
決
を
下
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
（John P. Stevens

）
裁
判
官
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
法
廷
意

見
は
、
ロ
ペ
ス
事
件
で
示
さ
れ
た
の
と
同
じ
基
準
に
基
づ
き
当
該
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
し
た
上
で
、
本
件
に
お
い
て
は
州
際
通
商
に
お

け
る
実
質
的
影
響
の
有
無
に
関
す
る
事
実
認
定
が
法
律
の
文
言
に
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
）
59
（

る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
法
令
審
査
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
の
観
点
か
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
の
が
メ
リ
ル
で
あ
る
。
メ
リ

ル
は
ロ
ペ
ス
事
件
と
比
較
し
て
、
ラ
イ
ク
事
件
で
は
連
邦
議
会
が
法
律
の
中
で
、
州
際
通
商
条
項
か
ら
規
制
薬
物
の
州
内
で
の
所
持
を
規

制
す
る
た
め
の
連
邦
議
会
の
権
限
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
に
つ
い
て
明
確
に
叙
述
し
て
い
る
と
す
）
60
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
ク
事

件
は
明
確
叙
述
準
則
を
充
足
し
た
た
め
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
敬
譲
的
に
審
査
さ
れ
た
結
果
、
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
が
、
ロ
ペ
ス
事
件
は
法

律
の
規
制
対
象
行
為
と
連
邦
議
会
の
権
限
と
の
関
係
に
つ
い
て
法
律
の
中
に
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
た
め
違
憲
と
い
う
判
断
を
受
け

た
の
で
あ
）
61
（
る
。
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㈣
　
小
　
括

　
本
章
で
は
、
限
定
解
釈
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
に
つ
い
て
、
立
法
府
に
対
す
る
明
確
性
の
要
求
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
二
つ
に
類
型
化
し
、

判
例
を
通
じ
て
当
該
準
則
の
内
実
の
明
徴
を
試
み
た
。
ま
た
、
法
令
審
査
に
お
い
て
当
該
準
則
の
適
用
が
指
摘
さ
れ
る
判
例
や
議
論
を
通

じ
て
、
法
令
審
査
に
お
け
る
当
該
準
則
の
有
用
性
を
例
証
し
た
。
こ
こ
で
は
、
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
限
定
解
釈
と
法
令
審
査
の
双
方

に
共
通
す
る
明
確
叙
述
準
則
の
機
能
場
面
と
機
能
方
法
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
明
確
叙
述
準
則
の
機
能
場
面
で
あ
る
。
こ
の
準
則
を
用
い
た
審
査
と
実
体
的
準
則
を
用
い
た
そ
れ
と
の
重
要
な
違
い
は
、
明
確

叙
述
準
則
が
裁
判
所
と
政
治
部
門
と
の
協
働
性
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
立
法
府
の
権
限
行
使
の
合
憲
性
を
判
断
す
る

際
に
裁
判
所
と
政
治
部
門
の
双
方
が
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
憲
法
問
題
を

解
決
す
る
場
合
に
、
常
に
こ
の
手
法
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に

お
い
て
当
該
準
則
を
用
い
た
審
査
が
適
切
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
場
）
62
（

面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
解
釈
に
関
す
る
問
題
が
安
定
性
（stability

）
よ
り
も
変
革
（change

）
を
指
向
す
る
場
合
で
あ
る
。
法
律
あ
る
い
は
憲
法
の

解
釈
が
立
法
府
の
権
限
の
範
囲
に
関
す
る
変
革
を
促
進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
準
則
が
備
え
る
協
働
的
な
性
質
は

長
所
と
し
て
現
れ
る
。
第
二
に
、
立
法
府
の
権
限
の
憲
法
上
の
限
界
に
関
す
る
境
界
線
に
疑
義
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
）
63
（
る
。
立
法
府
の
権

限
の
限
界
画
定
が
容
易
で
な
い
場
合
に
、
こ
の
準
則
を
用
い
る
こ
と
で
裁
判
所
を
こ
の
難
題
か
ら
回
避
さ
せ
、
別
の
途
に
導
く
こ
と
が
で

き
る
。
第
三
に
、
解
釈
に
関
す
る
問
題
が
司
法
事
実
よ
り
も
立
法
事
実
の
決
定
を
含
む
場
合
で
あ
る
。
公
法
領
域
で
は
伝
統
的
に
政
治
的

責
任
を
負
う
機
関
が
立
法
事
実
の
第
一
義
的
な
決
定
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
準
則
の
下
で
は
、
裁
判
所
は
立
法
府
の

法
律
制
定
過
程
（
構
造
的
観
点
）
に
着
目
す
る
た
め
、
解
釈
問
題
が
立
法
事
実
の
決
定
を
含
む
場
面
に
も
そ
の
役
割
を
拡
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
明
確
叙
述
準
則
の
機
能
方
法
で
あ
る
。
こ
の
準
則
は
次
の
三
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
機
能
す
）
64
（
る
。
第
一
に
、
裁
判
所
は
保
護
の
必

要
度
の
高
い
領
域
（sensitivity zone

）（
す
な
わ
ち
立
法
府
の
権
限
の
範
囲
の
近
接
領
域
）
を
定
め
、
こ
の
領
域
に
立
法
府
が
侵
入
す
る
際
に
は
、

あ
る
程
度
の
明
確
性
を
伴
っ
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
る
。
第
二
に
、
立
法
府
は
こ
の
領
域
に
侵
入
す
る
こ
と
を
決
め
、

そ
れ
を
示
す
場
合
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
説
明
や
事
実
認
定
を
明
確
に
叙
述
す
る
。
第
三
に
、
裁
判
所
は
立
法
府
の
シ
グ
ナ

ル
が
明
確
叙
述
の
要
件
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
の
審
査
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
明
確
叙
述
準
則
を
採
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
保
護
の

必
要
度
の
高
い
領
域
を
定
め
、
立
法
府
に
対
し
て
要
求
す
る
シ
グ
ナ
ル
を
特
定
し
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
立
法
府
が
遵
守
し
て
い
る
か
否
か

の
審
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
合
憲
性
の
最
終
的
な
判
断
は
裁
判
所
と
政
治
部
門
と
の
協
働
的
産
物
で
あ
り
、

裁
判
所
の
一
方
的
な
判
断
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
府
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
要
件
を

具
備
し
た
場
合
に
は
、
立
法
府
に
対
し
て
敬
譲
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
の
審
査
も
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

四
　
検
　
討

　
前
章
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
明
確
叙
述
準
則
は
立
法
府
に
対
す
る
明
確
性
の
要
求
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
二
つ
に
類
型
化
さ
れ
、
実

体
的
準
則
に
基
づ
く
審
査
で
は
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
憲
法
上
の
価
値

―
ど
の
価
値
を
保
護
す
べ
き
か
の
議
論
は
残

さ
れ
て
い
る
が

―
を
、
限
定
解
釈
と
法
令
審
査
の
双
方
に
お
い
て
保
護
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
義
が

認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
こ
の
準
則
に
対
し
て
は
幾
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
に
対
し
て
指

摘
さ
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
こ
の
準
則
の
意
義
を
示
し
つ
つ
、
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
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㈠
　
裁
判
所
の
権
限

　
ま
ず
、
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
の
不
適
切
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
裁
判
所
が
限
定
解
釈
や

法
令
審
査
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
準
則
を
採
用
す
る
権
限
を
裁
判
所
は
有
し
て
い
な
）
65
（

い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

よ
う
な
準
則
は
憲
法
そ
れ
自
体
あ
る
い
は
マ
ー
ベ
リ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
司
法
の
役
割
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
に

よ
っ
て
恣
意
的
に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
裁
判
所
の
唯
一
の
権
限
は
、
立
法
府
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
権
限
を

逸
脱
し
た
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
、
立
法
府
の
制
定
し
た
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た

特
定
の
憲
法
上
の
規
定
を
取
り
巻
く
「
保
護
の
必
要
度
の
高
い
領
域
」
を
立
法
府
が
逸
脱
し
た
か
否
か
で
は
な
）
66
（

い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
同
様
の
指
摘
を
す
る
の
が
ポ
ズ
ナ
ー
（Richard A. Posner

）
で
あ
る
。
ポ
ズ
ナ
ー
は
、
こ
の
準
則
を
、「
現
代
に

お
け
る
最
も
突
飛
な
憲
法
の
解
釈
さ
え
も
超
え
て
、
裁
判
官
が
憲
法
の
『
半
影
部
（penum

bra

）』
を
構
築
す
る
た
め
に
、
憲
法
上
の
禁

止
に
関
し
て
既
に
広
く
捉
え
ら
れ
た
到
達
点
を
拡
張
す
）
67
（

る
」
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
エ
ス
ク
リ
ッ
ジ
＝
フ
リ
ッ
キ
ー
も
、
明

確
叙
述
準
則
が
本
来
的
に
は
法
律
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
準
則
に
法
令
審
査
の
場
面
で
依
拠
す
る
こ
と
は
、「（
実
体
的

準
則
を
用
い
た
―
筆
者
注
）
違
憲
審
査
を
通
じ
て
違
憲
と
す
る
以
上
に
、
反
多
数
派
主
義
的
積
極
主
義
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
）
68
（

な
」
る
と
す
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
準
則
を
用
い
て
も
反
多
数
派
主
義
的
難
点
に
直
面
し
な
い
と
の
見
解
に
対
し
て
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
（Frederick Schauer

）

は
、
こ
の
準
則
の
影
響
の
下
で
、「
連
邦
最
高
裁
は
頻
繁
に
、
起
草
者
が
予
期
せ
ず
、
憲
法
問
題
か
ら
離
れ
る
方
法
で
、
か
つ
起
草
者
が

好
ま
な
い
方
法
で
法
律
を
解
釈
し
て
い
）
69
（

る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
憲
法
問
題
を
回
避
す
る
連
邦
法
の

不
自
然
な
解
釈
は
、
同
じ
法
律
の
不
自
然
で
は
な
い
解
釈
の
憲
法
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
違
憲
と
す
る
よ
り
も
、
裁
判
所
に
よ

る
介
入
で
は
な
い
と
す
る
の
は
決
し
て
自
明
で
は
な
）
70
（

い
」
と
、
反
多
数
派
主
義
的
難
点
の
問
題
を
解
決
し
得
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
す

る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
は
憲
法
上
の
規
定
に
法
令
が
抵
触
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
か
ら
こ
そ
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
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そ
れ
以
外
の
要
素
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
反
多
数
派
主
義
的
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た

と
え
裁
判
所
に
よ
る
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
た
審
査
が
実
体
的
準
則
を
用
い
て
違
憲
と
判
断
す
る
よ
り
介
入
的
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
の

準
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
立
法
府
の
明
ら
か
な
選
好
に
逆
ら
っ
て
裁
判
所
が
行
動
す
る
自
ら
の
機
会
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
反
多
数
派

主
義
的
難
点
を
逆
に
強
調
す
る
と
い
う
問
題
も
生
じ
）
71
（
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
の
指
摘
は
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
の
不
適
切
性
や
、
そ

こ
か
ら
生
じ
る
反
多
数
派
主
義
的
難
点
を
指
摘
す
る
見
解
は
、
こ
の
準
則
が
有
す
る
裁
判
所
と
立
法
府
の
協
働
的
営
為
で
あ
る
点
を
看
過

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
令
審
査
に
お
い
て
、
特
に
立
法
府
の
権
限
の
限
界
が
不
明
確
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
所
は
立
法
府
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
審
査
を
敬
譲
的
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
領
域
で
は
裁
判
所
に
よ
る
実
体
判
断
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

い
。
た
だ
、
裁
判
所
が
敬
譲
審
査
で
憲
法
上
の
価
値
を
過
少
執
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
立
法
府
が
そ
の
規
定
に
意
味
を
付
与
す
る

（
法
律
制
定
に
よ
る
具
体
化
）
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
裁
判
所
は
認
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
法

上
の
価
値
が
過
少
執
行
さ
れ
て
い
る
領
域
で
当
該
準
則
を
用
い
て
審
査
を
行
う
と
い
う
行
為
は
、
裁
判
所
が
政
治
部
門
と
の
解
釈
権
限
の

共
有
を
許
容
す
る
こ
と
に
繫
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
反
多
数
派
主
義
的
難
点
は
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
）
72
（
る
。

　
次
に
、
ポ
ズ
ナ
ー
に
よ
る
憲
法
の
「
半
影
部
」
の
構
築
で
あ
る
と
の
批
判
に
対
し
て
も
幾
つ
か
の
応
答
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
憲

法
を
執
行
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
半
影
部
を
構
築
す
る
と
い
う
問
題
点
が
未
だ
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
）
73
（
と
、
そ
し
て
、
こ
の
準
則
を
用

い
る
こ
と
で
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
を
通
じ
て
執
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
実
体
的
な
規
範
の
執
行
に
資
す
）
74
（

る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
幾
つ
か
の
領
域
で
の
裁
判
所
の
制
度
的
能
力
に
関
す
る
懸
念
は
、
特
定
の
憲
法
上
の
規
範
が
司
法
判
断
に
適
合
的
で
は
な
く
、
政

治
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
結
論
へ
と
導
く
こ
と
に
な
）
75
（
る
。
し
か
し
、
憲
法
上
の
権
利
や
価
値
の
保
護
を
深
化
さ
せ
る
必
要
性
を

認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
規
範
を
執
行
す
る
た
め
の
メ
ト
リ
ッ
ク
が

存
在
し
な
い
と
き
に
こ
そ
、
他
の
言
語
化
で
き
な
い
（indescribable

）
憲
法
上
の
規
範
の
保
護
の
た
め
に
、
裁
判
所
は
こ
の
準
則
を
受
け
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入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
）
76
（
る
。

㈡
　
立
法
府
の
優
位
性

　
次
に
、
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
立
法
府
の
優
位
性
に
対
す
る
侵
害
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
準
則
を
裁
判

所
が
用
い
る
こ
と
は
立
法
府
に
対
す
る
侮
辱
（affront

）
で
あ
る
と
さ
れ
、
対
等
な
機
関
が
憲
法
上
割
り
当
て
ら
れ
た
義
務
を
履
行
し
、

そ
の
問
題
に
対
処
す
る
方
法
に
つ
い
て
裁
判
所
が
命
令
す
る
よ
う
な
外
観
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
）
77
（

る
。
特
に
、
ど
の
程
度
の
明
確
性
で
あ
れ

ば
十
分
と
さ
れ
る
の
か
に
関
す
る
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
裁
判
所
が
変
更
す
る
場
合
に
は
、
立
法
者
意
思
の
根
拠
と
な
る
説
明
や
事
実
認
定

ま
で
が
要
求
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
際
の
事
実
認
定
は
法
律
の
文
言
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
制
定
法
の
立

法
資
料
の
中
に
存
在
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
ホ
ワ
イ
ト

（Byron W
hite

）
裁
判
官
の
同
意
意
見
の
中
に
も
見
出
せ
る
。
こ
の
準
則
の
範
囲
と
要
件
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
連
邦
議
会

に
対
し
て
、「
そ
れ
（
連
邦
議
会
―
筆
者
注
）
が
規
制
し
よ
う
と
す
る
…
…
冗
長
で
、
詳
細
な
リ
ス
ト
（long and detailed lists

）
を
作
成
す

る
よ
う
に
強
い
）
78
（
る
」
こ
と
に
繫
が
る
た
め
、
過
度
の
負
担
に
な
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
立
法
府
の
優
位
性
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
こ
の
準
則
は
立
法
府
の
優
位
性
を
減
殺
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
立

法
府
が
憲
法
上
好
ま
れ
な
い
領
域
に
侵
入
す
る
際
に
単
に
明
確
に
述
べ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
明
確
叙
述
準
則
を

委
任
禁
止
法
）
79
（

理
の
機
能
（nondelegation function

）
を
持
つ
も
の
と
し
て
評
価
す
）
80
（

る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
制
度
的
制
約
に
関
す
る
諸
理

由
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
立
法
府
が
自
ら
の
政
策
形
成
権
限
を
行
政
機
関
や
裁
判
所
に
対
し
て
委
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
般

的
な
原
則
を
快
く
執
行
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
法
律
が
憲
法
上
導
か
れ
た
価
値
を
侵
害
す
る
恐
れ
の
あ

る
と
き
に
立
法
府
が
明
確
に
述
べ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
る
明
確
叙
述
準
則
が
委
任
禁
止
法
理
と
同
じ
よ
う
に
機
能
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す
る
こ
と
を
指
摘
す
）
81
（
る
。
立
法
府
に
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
特
権
に
対
し
て
裁
判
所
が
介
入
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
準
則
は
「
連
邦
議
会

が
自
ら
特
定
の
論
争
の
あ
る
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
を
確
実
な
も
の
と
す
）
82
（

る
」
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
、
立
法
に
関
す
る
主
た
る
役
割
を
立
法
府
に
委
ね
る
と
い
う
基
本
的
な
在
り
方
は
ま
っ
た
く
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
。
民
主
的
正
統
性

を
備
え
る
が
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
る
立
法
府
の
優
位
性
を
、
そ
の
実
を
備
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
当
該
準
則
の
観
点
か
ら
は
、
立
法
府
の

優
位
性
は
減
殺
さ
れ
る
よ
り
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

㈢
　
法
と
経
済
学
か
ら
の
示
唆

　
前
述
ま
で
の
観
点
と
は
若
干
異
な
る
が
、
法
と
経
済
学
の
見
地
か
ら
明
確
叙
述
準
則
の
意
義
を
指
摘
す
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン

（M
atthew

 C. Stephenson

）
の
議
論
か
ら
も
当
該
準
則
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
幾
つ
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
ソ
ン
の
議
論
は
、
憲
法
上
解
決
の
難
し
い
政
策
を
成
立
さ
せ
る
政
府
の
判
断
形
成
者
に
対
し
て
コ
ス
ト
を
上
げ
る
法
理
を
構
築
す
る
こ

と
で
、
裁
判
所
が
憲
法
上
の
保
障
を
実
行
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
か
つ
、
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
）
83
（

る
。
政

府
の
判
断
形
成
者
に
対
し
て
コ
ス
ト
を
上
げ
る
法
理
は
、
一
種
の
黙
示
的
な
利
益
衡
量
で
あ
る
と
さ
れ
、
憲
法
上
の
価
値
の
損
害
と
制
定

さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
生
じ
る
政
府
利
益
の
長
所
と
を
、
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
効
果
的
に
比
較
衡
量
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
政
府
が
憲
法
上
重
要
な
利
益
に
関
す
る
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
裁
判
所
よ
り
も
多
く
の
情
報
を
有
し
て
い
る
場
合

に
、
高
次
の
法
律
制
定
コ
ス
ト
（heightened enactm

ent costs
）
は
、
一
種
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
）
84
（
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
追
加
的
な
法
律
制
定
コ
ス
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
府
が
特
定
の
法
律
を
制
定
し
た
（
コ
ス
ト

を
負
担
し
た
）
場
合
に
は
、
あ
る
政
策
が
重
要
な
政
府
利
益
に
資
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
考
え
る
（
＝
擬
制
す
る
）
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
な
機
能
は
、
明
確
叙
述
準
則
に
も
当
て
は
ま
り
、
裁
判
所
は
こ
の
準
則
を
用
い
る
こ
と
で
、
単
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に
憲
法
上
の
価
値
を
執
行
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
競
合
す
る
政
府
利
益
に
関
す
る
長
所
を
評
価
す
る
こ
と
に
繫
が
）
85
（
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
、
よ
り
強
度
な
明
確
性
を
課
す
と
い
う
要
件
は
、
立
法
者
や
そ
の
支
援
母
体
た
る
利
益
集
団
に
対
し
て
、
憲
法
上

問
題
の
あ
る
帰
結
を
達
成
し
た
い
と
望
む
場
合
に
、
よ
り
明
確
に
法
律
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
立
法

者
や
彼
ら
を
支
援
す
る
利
益
集
団
が
こ
れ
ら
の
政
策
を
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
考
え
な
い
場
合
、
立
法
府
は
憲
法
上
問
題
の
あ
る
政
策

を
遂
行
す
る
た
め
に
コ
ス
ト
を
負
担
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
立
法
府
が
こ
の
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
資
す

る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
と
し
て
、
明
確
叙
述
準
則
は
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
ま
で
に
、
明
確
叙
述
準
則
を
め
ぐ
る
各
々
の
論
者
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
得
ら
れ

た
幾
つ
か
の
帰
結
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
立
法
府
に
対
す
る
法
律
制
定
の
際
の
明
確
性
の
要
求
は
、
限
定
解
釈
の
場
面

で
あ
れ
、
法
令
審
査
の
場
面
で
あ
れ
、
従
来
か
ら
過
少
執
行
さ
れ
て
き
た
憲
法
上
の
価
値
の
保
護
に
繫
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
準
則
を
用
い
る
こ
と
で
、
憲
法
上
の
価
値
の
保
護
を
め
ぐ
る
裁
判
所
と
立
法
府
の
協
働
的
な
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
、
伝
統
的
な
違
憲

審
査
の
手
法
に
指
摘
さ
れ
続
け
た
裁
判
所
の
民
主
的
正
統
性
の
問
題
も
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
上
で
も
、
な
お
以
下
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
立
法
府
に

対
し
て
「
何
を
」
明
確
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
定
の
領
域
で
明
確
叙
述
準
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
し

て
は
、
ど
の
憲
法
上
の
価
値
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
か
を
選
択
す
る
裁
判
官
の
恣
意
性
の
懸
念
が
残
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
レ
ン
キ
ス
ト
・

コ
ー
ト
以
降
の
こ
の
準
則
の
展
開
は
、
州
の
権
利
や
執
行
機
関
の
権
限
、
そ
し
て
経
済
的
利
益
を
好
む
傾
向
に
あ
っ
）
86
（
た
。
そ
の
た
め
、
連

邦
最
高
裁
が
法
令
審
査
あ
る
い
は
限
定
解
釈
の
際
に
用
い
る
当
該
準
則
を
、
そ
れ
に
内
在
す
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
す
）
87
（

る
」
も
の
で

あ
る
と
し
、
少
し
も
「
中
立
的
な
方
法
（policy neu

）
88
（tral

）」
で
は
な
い
と
の
批
判
も
根
強
い
。
だ
が
、
明
確
に
す
る
対
象
を
限
定
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
る
恣
意
的
な
判
断
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
限
定
解
釈
の
場
合
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
判
例
に
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
そ
の
立
法
目
的
や
規
制
対
象
（
＝
立
法
者
意
思
）
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
に
関
す
る
法
律
の
文
言
が
曖

昧
で
あ
る
場
合
に
は
、
問
題
と
な
る
憲
法
上
の
価
値
に
資
す
る
よ
う
に
裁
判
所
が
解
釈
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

法
令
審
査
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
規
定
が
実
体
的
準
則
を
導
く
に
至
ら
な
い
ほ
ど
に
抽
象
的
で
あ
る
場
合
に
、
立
法
府
に
よ
る
行
為
が

憲
法
上
認
め
ら
れ
る
権
限
に
適
合
し
て
い
る
と
裁
判
所
に
確
信
を
持
た
せ
る
だ
け
の
明
確
性
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に

は
、
立
法
目
的
と
と
も
に
事
実
認
定
を
も
法
律
の
文
言
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
が
立
法
府
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
の
法
律
の
構
成
の
違
い
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
の
法
律
は
、
そ
の
一
条
に
法
律
の
目

的
の
み
が
記
載
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
律
の
規
定
に
立
法
目
的
と
は
別
に
事
実
認
定
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
89
（
る
。
そ
の
た
め
、

日
本
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
法
律
だ
け
で
は
な
く
立
法
資
料
を
も
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
考
え
た
場
合
に
は
、
次
な
る
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
立
法
府
に
対
す
る
明
確
叙
述
の
要
求
を
法
律
の
文
言
に
限
定
す
る
条
文
主

義
（textualism

）
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
ス
カ
リ
ア
（Antonin G. Scalia

）
裁
判
官
に
代
表
さ
れ
る
条
文
主
義
の
立
場
は
、
立
法
者
意
思

は
法
律
に
こ
そ
現
れ
る
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
は
法
律
の
文
言
か
ら
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
見
解
の
根
拠
の
一
つ
に
、
立
法
資
料
（
特
に
議
事
録
）
が
議
員
に
よ
っ
て
公
表
前
に
修
正
可
能
で
あ
る
た
め
、
議
会
の
意
図
を
探

る
の
に
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
実
際
面
で
の
問
題
が
存
在
す
る
（
も
ち
ろ
ん
原
理
面
で
の
問
題
は
別
に
残
さ
れ
て
い
）
90
（
る
）。
こ
の
点
、
日
本
の

場
合
、
各
議
院
の
規
則
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
）
91
（

に
、
議
員
の
発
言
の
修
正
は
字
句
に
限
ら
れ
、
発
言
の
趣
旨
に
関
す
る
修
正
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
資
料
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
実
際
面
で
の
懸
念
は
存
在
し
な
い
た
め
、
立
法
資
料
を
も
含
め
た

明
確
性
の
要
求
を
行
う
余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
伝
統
的
な
違
憲
審
査
が
常
に
十
分
な
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
問
題
認
識
か
ら
、
特
に

実
体
的
準
則
を
導
く
こ
と
が
困
難
あ
る
い
は
不
適
切
な
領
域
に
お
い
て
裁
判
所
が
採
り
得
る
他
の
手
法
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
価
値
を
保
護

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
糸
口
と
し
て
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
構
造
的
準
則
、
と
り
わ
け
明
確
叙
述
準
則
に
着
眼

し
、
そ
の
有
用
性
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
き
た
。

　
限
定
解
釈
の
場
面
で
の
明
確
叙
述
準
則
は
、
文
言
が
曖
昧
で
あ
る
法
律
を
解
釈
す
る
際
に
生
じ
る
憲
法
上
の
権
利
あ
る
い
は
価
値
と
の

衝
突
を
、
立
法
府
に
よ
る
明
確
叙
述
が
あ
る
場
合
（
あ
る
こ
と
を
条
件
）
に
、
そ
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法

令
審
査
の
場
面
に
お
け
る
当
該
準
則
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
限
定
解
釈
に
お
け
る
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
よ
う
と
試
み
た
。
憲

法
上
の
規
定
か
ら
裁
判
所
が
十
分
に
執
行
可
能
な
実
体
的
準
則
を
導
き
得
な
い
場
合
、
こ
れ
ま
で
裁
判
所
は
立
法
府
に
対
す
る
緩
や
か
な

敬
譲
審
査
の
み
を
行
う
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
裁
判
所
に
よ
る
実
体
的
準
則
を
用
い
た
審
査
は
適
切
で

は
な
い
し
、
各
機
関
の
制
度
的
な
能
力
か
ら
政
治
部
門
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
部
分
が
多
分
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判

所
は
少
な
く
と
も
立
法
者
が
自
ら
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
立
法
府
に
対
す
る
敬
譲
の
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
を
裁
判
所
が
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
立
法
府
が
あ
る
事
柄
を
十
分
に
検
討
し
た
こ
と
に
つ
き
、
裁
判
所
を
確
信
さ
せ
た
場
合
に

の
み
敬
譲
が
払
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
立
法
者
と
は
意
図
的
に
自
ら
の
憲
法
上
の
限
界
を
無
視
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
採

る
必
要
は
な
い
が
、
十
分
に
審
議
さ
れ
た
の
か
も
疑
わ
し
い
、
憲
法
上
の
権
利
や
価
値
に
抵
触
す
る
恐
れ
の
あ
る
法
律
を
制
度
的
な
理
由

の
み
で
敬
譲
を
払
う
の
は
、「
何
も
な
い
も
の
に
敬
譲
を
払
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
）
92
（

と
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
立
法
府
に
対

す
る
明
確
叙
述
の
負
担
を
課
す
と
い
う
手
法
は
、
立
法
府
の
熟
議
の
担
保
に
繫
が
り
、
か
つ
裁
判
所
に
と
っ
て
（
実
体
審
査
か
ら
離
れ
て
）
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行
い
得
る
審
査
手
法
と
し
て
、
我
々
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  M

arbury v. M
adison, 5 U.S. （1 Cranch

） 137 （1803

）.

（
2
）  Id. at 177.

（
3
）  

マ
ー
ベ
リ
ー
事
件
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
確
立
に
伴
い
、
憲
法
の
優
越
的
解
釈
権
ま
で
を
も
確
立
し
た
と
見
る
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
と

の
指
摘
も
あ
る
。
安
西
文
雄
「
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
と
議
会
の
関
係
」
立
教
法
学
第
六
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
五
頁
。

（
4
）  See Pow

ell v. M
cCorm

ack, 395 U.S. 486, 549 （1969

）.

（
5
）  

マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
手
法
を
採
り
な
が
ら
も
、
対
照
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
す
典
型
例
と
し
て
、
ボ
ー
ク
（Robert H

. Bork

）
と
ブ

レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. Brennan, Jr.

）
の
そ
れ
が
指
摘
さ
れ
る
。
両
者
は
、
違
憲
審
査
に
お
い
て
最
終
的
な
司
法
の
役
割
を
強
調
し
、
裁
判
所
が

諸
権
利
を
定
義
し
、
最
終
的
に
政
府
の
行
為
に
抗
し
て
諸
権
利
を
執
行
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
立
場
を
共
有
す
る
も
の
の
、

ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
に
お
い
て
差
異
が
生
じ
る
。
保
守
派
で
知
ら
れ
る
ボ
ー
ク
は
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
権
利
と
し
て
、
ま
さ
に
憲

法
に
列
挙
さ
れ
、
か
つ
原
意
に
基
づ
く
も
の
に
極
め
て
厳
格
に
限
定
す
る
。
他
方
で
、
ブ
レ
ナ
ン
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
（Earl W

arren

）・
コ
ー
ト
に

お
け
る
進
歩
的
判
決
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
権
利
を
広
く
捉
え
て
い
た
。G

uido Calabresi, A
ntidiscrim

ination and Constitutional A
c-

countability （W
hat the Bork-Brennan D

ebate Ignores

）, 105 H
arv. L. R

ev. 80, 109 -110 （1991

）.

（
6
）  D

an T. Coenen, A
 Constitution of Collaboration: Protecting Fundam

ental Values with Second-Look Rules of Interbranch D
ia-

logue, 42 W
m. &
 M
ary. L. R

ev. 1575, 1582 （2001
）.

（
7
）  

芦
部
信
喜
＝
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
』
一
九
七
頁
（
岩
波
書
店
、
第
五
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
8
）  

合
衆
国
憲
法
で
は
、「
何
人
も
、
法
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
ず
し
て
生
命
、
自
由
も
し
く
は
財
産
を
剝
奪
さ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
る
、

修
正
第
五
条
と
修
正
第
一
四
条
の
中
に
存
在
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
か
ら
導
出
さ
れ
る
。

（
9
）  G

regory v. Ashcroft, 501 U.S. 452 （1991

）. 

（
10
）  Id. at 460.

（
11
）  Id.

（
12
）  Id. 

（quoting Atascadero State H
ospital v. Scanlon, 473 U.S. 234, 242 

（1985
））.

法
廷
意
見
は
、
ア
タ
ス
カ
デ
ロ
事
件
が
修
正
第
一
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一
条
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
も
の
の
、
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
他
の
文
脈
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。Id. at 461.

（
13
）  Id. at 467.

（
14
）  See generally L

au
ren

ce T
ribe, A

m
erican C

o
n
stitu

tio
n
al L

aw 

§§10 -7 to 10 -17 （2ed. 1988

）.
（
15
）  Coenen, supra note 6, at 1587 -1588.

（
16
）  
本
稿
で
用
い
る
「
差
戻
し
」
と
は
、「
民
事
、
刑
事
の
訴
訟
に
お
い
て
、
上
訴
審
が
原
判
決
を
取
り
消
し
、
又
は
破
棄
し
た
場
合
に
、
事
件
の

審
理
を
や
り
直
さ
せ
る
た
め
に
事
件
を
原
審
又
は
第
一
審
に
送
り
返
す
こ
と
」（
法
律
用
語
研
究
会
編
『
有
斐
閣
法
律
用
語
辞
典
』
四
六
二
頁

（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
一
二
年
））
と
い
う
通
常
の
意
味
で
は
な
く
、
立
法
府
に
対
し
て
再
度
法
律
を
制
定
す
る
余
地
を
残
す
こ
と
を
意
味
す

る
。

（
17
）  Coenen, supra note 6, at 1588.

（
18
）  Im

m
igration and N

aturalization Services v. Chadha, 462 U.S. 919 （1983

）.

（
19
）  

議
会
拒
否
権
（legislative veto

）
と
は
、
連
邦
議
会
が
大
統
領
や
行
政
機
関
に
対
し
て
権
限
を
委
ね
る
際
に
、
最
終
的
な
判
断
権
を
留
保
す

る
手
法
の
こ
と
で
あ
る
。

（
20
）  Jo

h
n H

art E
ly, D

em
o
cracy an

d D
istru

st: A T
h
eo
ry o

f Ju
d
icial R

ev
iew 

（1980

）.

邦
訳
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
Ｈ
・
イ
リ
ィ
（
佐
藤

幸
治
・
松
井
茂
記
訳
）『
民
主
主
義
と
司
法
審
査
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
。

（
21
）  Paul R. D

im
ond, Provisional Review: A

n Exploratory Essay on an A
lternative Form

 of Judicial Review, 12 H
astin

g C
o
n
st. 

L.Q
. 201, 205 （1985

）.

（
22
）  C

h
arles L. B

lack Jr., S
tru

ctu
res an

d R
elatio

n
sh
ip in C

o
n
stitu

tio
n
al L

aw （1969

）.

（
23
）  Id. at 7.

（
24
）  

ブ
ラ
ッ
ク
の
構
造
連
関
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
駒
村
圭
吾
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ラ
ッ
ク
」
駒
村
圭
吾
・
山
本
龍
彦
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ

リ
カ
憲
法
の
群
像

―
理
論
家
編
』
三
頁
以
下
（
尚
学
社
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
25
）  Crandall v. N

evada, 73 U.S. （6 W
all.

） 35 （1867

）.

（
26
）  B

lack, supra note 22, at 16.

（
27
）  C

ass R. S
u
n
stein, O

n
e C

ase at a T
im
e: Ju

d
icial M

in
im
alism o

n th
e S
u
prem

e C
o
u
rt 4 （1999

）.

（
28
）  See International Association of M

achinists v. Street, 367 U.S. 740, 749 （1961

） （quoting Crow
ell v. Benson, 285 U.S. 22, 62 
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（1932

））.

（
29
）  Edw

ard J. D
eBartolo Corp. v. Florida G

ulf Coast Bldg. &
 Const. Trades Council, 485 U.S. 568, 575 （1988

）.
（
30
）  Kent v. D

ulles, 357 U.S. 116 （1958

）.
（
31
）  Id. at 127.

（
32
）  Id.

（
33
）  Id. at 129.

（
34
）  Id. at 130.

（
35
）  

憲
法
判
断
回
避
の
準
則
に
つ
い
て
は
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
二
九
三
頁
―
三
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）
を
参
照
。

（
36
）  Ashw

ander v. Tennessee Valley Authority, 297 U.S. 288 （1936

）.

（
37
）  See generally Alm

endarez-Torres v. U
nited States, 523 U.S. 224, 238 （1993

）.

（
38
）  Calabresi, supra note 5, at 120.

（
39
）  See W

illiam
 N. Eskridge, Jr. &

 Philip P. Frickey, Q
uasi-Constitutional Law: Clear Statem

ent Rules as Constitutional Law-
m
aking, 45 V

an
d. L. R

ev. 593, 598 
（1992

）; see also Richard H
. Fallon, Jr., 

“The Rule of Law

” as a Concept in Constitutional 
D
iscourse, 97 C

o
lu
m. L. R

ev. 1, 44 -45 （1997

）.

（
40
）  U

nited States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 （1938

）.

（
41
）  Id. at 153 n. 4.

（
42
）  Bob Jones U
niversity v. U

nited States, 461 U.S. 574 （1983

）.

（
43
）  Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 U.S. 218 （1947
）.

（
44
）  Id. at 230.

（
45
）  

中
期
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
で
は
、
切
り
離
さ
れ
、
孤
立
し
た
少
数
者
集
団
の
利
益
に
資
す
る
よ
う
に
明
確
叙
述
準
則
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
に
な
る
と
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
が
放
棄
さ
れ
、
連
邦
主
義
に
関
す
る
保
護
に
当
該
準
則
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。Eskridge &

 Frickey, supra note 39, at 612.

（
46
）  G

regory, 501 U.S. at 464.

（
47
）  

フ
リ
ッ
キ
ー
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、「
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
採
ら
れ
た
明
確
叙
述
の
要
件
は
議
会
の
過
程
に
影
響
を
与
え
る
た
め
の
裁
判
所
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に
よ
る
率
直
な
努
力
で
あ
る
。
も
っ
と
も
明
ら
か
な
点
と
し
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
連
邦
議
会
に
対
し
て
明
確
に
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
求

め
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。Philip P. Frickey, The Fool on the H

ill: Congressional Findings, Constitutional A
d-

judication, and U
nited States v. Lopez, 46 C

ase W
. R
es. L. R

ev. 695, 722 （1996

）.
（
48
）  G

regory, 501 U.S. at 461 （quoting W
ill v. M

ichigan D
epartm

ent of State Police, 491 U.S. 58, 65 （1989

））.
（
49
）  Id. at 460 （quoting W

ill, 491 U.S. at 65 （quoting Atascadero State H
ospital v. Scanlon, 473 U.S. 234, 242 （1985

）））.

（
50
）  U

nited States v. Bass, 404 U.S. 336, 349 （1971

）.

（
51
）  Coenen, supra note 6, 1623.

（
52
）  Atascadero State H

ospital v. Scanlon, 473 U.S. 234 （1985

）.

（
53
）  Id. at 242.

（
54
）  Id.

（
55
）  U

nited States v. Lopez, 514 U.S. 549 （1995

）.

（
56
）  G

onzales v. Raich, 545 U.S. 1 （2005

）.

（
57
）  

法
令
審
査
と
し
て
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
る
こ
と
に
関
す
る
反
対
意
見
も
あ
る
。
ロ
ペ
ス
事
件
で
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen G. Breyer

）
裁
判

官
は
、「
明
確
叙
述
準
則
は
、
連
邦
議
会
の
意
図
し
た
帰
結
を
決
定
す
る
た
め
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
の
根
拠

（source

）
や
判
断
に
至
る
ま
で
の
検
討
の
程
度
を
測
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。Lopez, 514 U.S. at 618 

（Breyer, J., dissenting

）.

（
58
）  Id. at 562.

本
件
は
明
確
叙
述
準
則
だ
け
で
事
件
が
処
理
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
州
際
通
商
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
政
府
の
主
張

の
根
拠
が
立
法
記
録
内
の
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
審
査
す
る
立
法
記
録
審
査
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
立
法
記
録
審
査
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開

―
立
法
裁
量
の
統
制
手
法
に
関
す
る
予
備
的
考
察

―
」
法
学
政
治
学
論
究
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
59
）  Raich, 545 U.S. at 20.

（
60
）  Thom

as W
. M
errill, Rescuing Federalism

 after Raich: The Case for Clear Statem
ent Rules, 9 L

ew
is &
 C
lark L. R

ev. 823, 
826 -827 （2005

）.

（
61
）  Id.



法学政治学論究　第97号（2013.6）

298

（
62
）  Id. at 828 -831.

（
63
）  

た
と
え
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
具
体
例
と
し
て
、
メ
リ
ル
は
修
正
第
五
条
の
「
公
共
の
用
（public use

）」
と
い
う
文
言
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
裁
判
所
は
従
来
か
ら
様
々
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
の
妥
当
性
を
巡
っ
て
多
く
の
論
争
を
生
じ
さ
せ
て
き

た
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
に
土
地
収
用
権
に
関
す
る
人
為
的
な
制
限
を
構
築
さ
せ
る
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
立
法
府
や
行
政
府

に
、
か
か
る
権
限
の
行
使
が
「
公
共
の
用
」
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
叙
述
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
方
が
よ
い
と
指
摘
す
る
。Id. at 

829.

（
64
）  Id. at 827 -828.

（
65
）  Id. at 831.

（
66
）  Id.

（
67
）  Richard A. Posner, Statutory Interpretation in the Classroom

 and in the Courtroom
, 50 U. C

h
i. L. R

ev. 800, 816 （1983

）.

（
68
）  Eskridge &

 Frickey, supra note 39, at 637.

（
69
）  Frederick Schauer, A

shwander Revisited, 1995 S
u
p. C

t. R
ev. 71, 74.

（
70
）  Id.

（
71
）  John F. M

anning, Clear Statem
ent Rules and the Constitution, 110 C

o
lu
m. L. R

ev. 399, 419 （2010

）.

（
72
）  M

errill, supra note 60, at 831.

（
73
）  M

anning, supra note 71, at 421.

（
74
）  Id. at 422.

（
75
）  

こ
の
問
題
は
、
憲
法
上
の
規
範
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
過
少
執
行
さ
れ
て
き
た
領
域
が
あ
る
と
い
う
セ
イ
ガ
ー
（Law

rence G. Sager

）
の
議

論
と
関
係
す
る
。See Law

rence G
ene Sager, Fair M

easure: The Legal Status of U
nderenforced Constitutional N

orm
, 91 H

arv. L. 
R
ev. 1212 

（1978

）.

本
稿
で
扱
う
明
確
叙
述
準
則
（
の
み
な
ら
ず
、
構
造
的
準
則
）
を
用
い
る
領
域
を
確
定
す
る
際
に
は
、
過
少
執
行
さ
れ
て

き
た
憲
法
上
の
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
76
）  M

anning, supra note 71, 422.

（
77
）  M

errill, supra note 60, at 832.

（
78
）  G

regory, 501 U.S. at 478 （W
hite, J., concurring

）.
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（
79
）  

委
任
禁
止
法
理
に
つ
い
て
は
、
駒
村
圭
吾
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
『
立
法
権
委
任
法
理
』
の
展
開
（
一
）」
法
学
研
究
六
七
巻
三
号

（
一
九
九
四
年
）
二
七
頁
―
三
一
頁
を
参
照
。

（
80
）  Cass R. Sunstein, N

ondelegation Canons, 67 U. C
h
i. L. R

ev. 315, 331 -332 （2000

）.
（
81
）  Id. at 337 -340.

（
82
）  Id. at 338.

（
83
）  M

atthew
 C. Stephenson, The Price of Public A

ction: Constitutional D
octrine and the Judicial M

anipulation of Legislative 
Enactm

ent Costs, 118 Y
ale L.J. 2 （2008

）.

（
84
）  Id.

（
85
）  Id. at 40.

（
86
）  Eskridge &

 Frickey, supra note 39, at 598.

（
87
）  Id. at 596.

（
88
）  Id.

（
89
）  

事
実
認
定
が
法
律
に
記
載
さ
れ
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、「
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
に
関
す
る
法
律
（Am

ericans w
ith D

isabilities 
Act

）」
で
は
、
事
実
認
定
の
項
目
で
、「
①
社
会
は
歴
史
的
に
障
害
の
あ
る
個
人
を
切
り
離
し
孤
立
さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
障
害
の
あ
る
人
に
対

す
る
差
別
の
形
態
は
深
刻
で
継
続
的
な
社
会
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
、
②
障
害
の
あ
る
人
は
人
種
差
別
・
性
差
別
の
場
合
に
は
存
在
し
て

い
る
よ
う
な
法
的
救
済
手
段
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
③
障
害
の
あ
る
人
々
は
集
団
と
し
て
劣
位
の
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
④
障
害
の
あ

る
個
人
は
そ
の
個
人
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
し
難
い
特
徴
に
基
づ
い
て
意
図
的
な
不
平
等
取
扱
の
歴
史
に
さ
ら
さ
れ
、
社
会
に
お
い
て
政
治
的
に

無
力
な
地
位
に
置
か
れ
続
け
、
切
り
離
さ
れ
孤
立
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。42 U.S.C. 

§12101 （a

）.

（
90
）  A

n
to
n
in S

calia, A M
atter o

f In
terpretatio

n: F
ed
eral C

o
u
rts an

d th
e L
aw 17 -18 （Am

y G
utm
ann ed., 1997

）.

（
91
）  

衆
議
院
規
則
第
二
〇
三
条
で
は
、「
演
説
し
た
議
員
は
、
会
議
録
配
付
の
日
の
翌
日
の
午
後
五
時
ま
で
に
、
そ
の
字
句
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
演
説
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
議
院
規
則
第
一
五
八
条
で
は
、「
発
言
し

た
議
員
は
、
会
議
録
配
付
の
日
の
翌
日
の
午
後
五
時
ま
で
に
発
言
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
訂
正
は
字
句
に
限
る
も
の
と
し
、

発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
92
）  Barry Friedm

an, Legislative Findings and Judicial Signals: A
 Positive Political Rem

anding of U
nited States v. Lopez, 46 
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小
林
　
祐
紀
（
こ
ば
や
し
　
ゆ
う
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
立
正
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
公
法
学
会
、
日
本
法
政
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　 「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開

―
立
法
裁
量
の
統
制
手
法
に
関
す
る

予
備
的
考
察

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　 「
立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
の
契
機

―
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
判
例
の
展

開
を
素
材
と
し
て

―
」『
法
政
論
叢
』
第
四
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
）


